
２００９年全県調査
「千葉県下の自治体議会における喫煙対策」
調査報告および集計結果（訂正版）

０９年５月~６月
タバコ問題を考える会・千葉>事務局調べ

調査報告

１.調査方法
>２００９年５月１２日から１３日にかけて、メールおよび自治体ホームページの送信フォームから議会事
務局（一部は総務または総合受付）に問い合わせ。設定した回答期限の５月２９日までに回答が届いたのは、
全５６市町村（３６市１７町３村）のうち４５市町（３３市１２町）で、回答率は８０.35％。
>残る１１市町村へは６月１日、再度問い合わせを送信。６月１０日時点で未回答の５市町村の議会事務局
には電話で回答を依頼、同１２日に印旛村からの回答で全市町村からの回答が揃った。

２.回答分析
【役所の喫煙対策】
>残念ながら庁舎敷地内「全面」禁煙の自治体は、無かった。「敷地内禁煙である」を選択した１市は、同
時に「建物内に仕切られていない喫煙所がある」を選択していた。「敷地内禁煙」は、庁舎内を含む敷地内
全面禁煙のつもりで設定したが、「全面」を省略するべきではなかった。また、建物の内外に喫煙所がある
ところ、建物内に完全に仕切られた喫煙所と仕切られていない喫煙所が併在するところもあり、結果的に複
数回答になってしまった。
>喫煙対策の主流は建物内禁煙である。建物内に設けられた喫煙所は、完全に仕切られたものと仕切られて
いないものが同数で並んでいるが、建物内に仕切られていない喫煙所を設けている自治体は、ぜひ屋外に移
してもらいたいものである。
【議会の喫煙対策】
>大半は所在する役所に準じているが、約 2割の自治体では議会独自のルールによってか、放任されている。
>議場・議会ロビー・会議室・議員控室すべてが禁煙なのは、３１市町村（５５.35％）。
>議場は１市だけ「仕切られていない喫煙室」があると回答があったが、調査報告送付後に誤回答である旨
連絡があった。会議室（委員会室）では３町で未だに喫煙可能であった。
>議員控室では喫煙可能（２５％）、「仕切られていない喫煙室がある」（８.9％）合わせて３割以上の市町
村（１３市５町１村）で受動喫煙が避けられない状況であった。「喫煙可能である」と回答したうちの１市
は「本来は禁煙」ということだった。強く改善を求めたい。

集計結果

１.各議会が所在する役所の喫煙対策（複数回答）
市（３６） 町（１７） 村（３）> 全体（５６）

b.建物内禁煙で、屋
外に喫煙所がある

２１(58.3%) ９(52.9%) ３(100%) ３３(58.9%)

c.建物内に完全に仕切
られた喫煙所がある

１０(27.7%) ２(11.7%) ０ １２(21.4%)

d.建物内に仕切られて
いない喫煙所がある

５(13.8%) ７(41.1%) ０ １２(21.4%)

f.その他 １(2.7%) １(2.7%) ０ ２(3.6%)

a.敷地内禁煙である １(2.7%) >０ 0 １(1.8%)

e.特に対策を行って
いない

０ ０ ０ ０

２.議会の喫煙対策
市（３６） 町（１７） 村（３） 全体（５６）

a.所在する役所と同
様である

２９(80.5%) １３(76.5%) ２(66.7%) ４４(78.6%)

b.議会独自の喫煙対
策を行っている

５(13.9%) >２(11.8%) １(33.3%) ８(14.3%)

c.特に何もしていな
い

２(5.6%) ２(11.8%) >０> ４(7.1%)

d.その他 ０ ０ ０ ０



３.議場・議会ロビー・会議室・議員控室の喫煙対策

>3-1>議場
市（３６） 町（１７） 村（３） 全体（５６）

a.禁煙である ３６(100%) １７(100%) ３(100%) ５６(100%)

c.仕切られていない
喫煙室がある

０ ０ ０ ０

b.完全に仕切られた
喫煙室がある

０ ０ ０ ０

d.喫煙可能である ０ ０ ０ ０

e.その他 ０ ０ ０ ０

>3-2>議会ロビー
市（３６） 町（１７） 村（３） 全体（５６）

a.禁煙である ３２(88.8%) ９(52.9%) ３(100%) ４４(78.6%)

c.仕切られていない
喫煙室がある

２(5.6%) １(5.9%) ０ ３(5.3%)

ロビーはない ０ ３(17.6%) ０ ３(5.3%)

b.完全に仕切られた
喫煙室がある

２(5.6%) ０ ０ ２(3.6%)

d.喫煙可能である ０ ２(11.8%) ０ ２(3.6%)

e.その他 ０ ２(11.8%) ０ ２(3.6%)

>3-3>会議室
市（３６） 町（１７） 村（３） 全体（５６）

a.禁煙である ３５(97.2%) １４(82.4%) ３(100%) ５２(92.8%)
d.喫煙可能である ０ >>３(17.6%) ０ >３(5.4%)

e.その他 >１(2.8%) 0 ０ >１(1.8%)

b.完全に仕切られた
喫煙室がある

０ ０ ０ ０

c.仕切られていない
喫煙室がある

０ ０ ０ ０

>3-4>議員控室
市（３６） 町（１７） 村（３） 全体（５６）

a.禁煙である ２３(63.9%) １１(64.7%) ２(66.7%) ３６(64.3%)
d.喫煙可能である １０(27.8%) 4(23.5%) ０ １４(25.0%)
c.仕切られていない
喫煙室がある

３(8.3%) １(5.9%) １(33.3%) ５(8.9%)

議員控室はない ０ １(5.9%) ０ １(1.8%)

b.完全に仕切られた
喫煙室がある

０ ０ ０ ０

e.その他 ０ ０ ０ ０

０９年７月２日訂正


